
「子どもの貧困対策法」の理念に則り具体的な貧困対策の早急な実施を求める意見書案 

 

 本年は「子どもの貧困対策法」が成立して１０年となる。７月４日に公表された「国民

生活基礎調査」によれば、子どもの貧困率は 11.5％(2021 年度）となり、前回調査（2018

年度）の 13.5％よりは多少改善された。また、ひとり親世帯の貧困率も 44.5％と、前回

調査の48.3％よりはやや改善されたが、厚生労働省では、「貧困率が改善した要因として、

コロナ禍に経済的支援策として配った特別給付金の効果のほか、働く女性の増加などによ

って所得が押し上げられた」と分析しており、依然、貧困状況は高止まり傾向にあると言

える。 さらに、OECDの最新の国際比較によると、日本の貧困率 15.4％は、米国 15.1％、

韓国 15.3％を抜き、先進国中最悪となった。 

内閣府の「令和 2年度子供の生活状況調査」によると、保護者の経済状況によって、子

どもは学習・生活・心理面など広い範囲で深刻な影響を受けることが判明している。貧困

層はその他層と比べると、成績の低い子どもが2.0倍、授業で分からない子どもが3.3倍、

学校以外で勉強しない子どもが 4.7 倍多く、いわゆる「貧困の連鎖」へ繋がることが懸念

されており、早急な対策が必要である。 

 まず、保護者の経済状況を改善することが求められる。最低賃金の引上げはもちろん、

困窮世帯やひとり親世帯への就労支援が不可欠である。また、児童扶養手当については、

収入が少し上がっただけで対象から外されることのないよう所得制限の緩和、ひとり親家

庭への増額やふたり親家庭も含めた適用拡大などを急ぐべきである。 

 以上、政府においては、子どもの貧困を抜本的・恒常的に防ぐために、具体的で実質的

な貧困対策を早急に実施することを強く求めるものである。 

 以上、地方自治法９９条に基づき提出する。 
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